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監 査 公 表 第 ２ ４ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 財 務 監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ５ 年 12 月 26 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

１   監 査 等 の 基 準  

本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

財 務 監 査  

３   監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容  

⑴   定 期 監 査  

ア   総 務 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

総 務 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

県 北 地 方 振 興 局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 10月 19日 高 橋 宏 和 実 地 監 査

県 中 地 方 振 興 局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 10月 25日 佐 竹   浩 実 地 監 査

イ   危 機 管 理 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法
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危 機 管 理 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

ウ   企 画 調 整 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

企 画 調 整 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

エ   生 活 環 境 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

生 活 環 境 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ４ 日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

オ   保 健 福 祉 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

保 健 福 祉 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 30日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

県北保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

会津保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

県中保健福祉事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 10月 25日 佐 竹   浩 実 地 監 査

カ   商 工 労 働 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

商 工 労 働 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ８ 日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

キ   農 林 水 産 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

農 林 水 産 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

県 北 農 林 事 務 所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 10日 佐 竹   浩 実 地 監 査

県 中 農 林 事 務 所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 10月 19日 高 橋 宏 和 実 地 監 査

 令 和 ３ 年 度     
内 水面 水 産 試 験場   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  佐 竹   浩  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

ク   土 木 部  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

土 木 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ６ 日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

会津若松建設事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

相馬港湾建設事務所 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 10月 17日 佐 竹   浩 実 地 監 査

ケ   出 納 局  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 5 年12月26日　 火曜日 福 島 県 報 号外第64号 2



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

出 納 局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 29日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

コ   議 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

議 会 事 務 局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ７ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

サ   教 育 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

教 育 庁 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 29日 髙 野 光 二 佐 竹   浩 実 地 監 査

だ て 支 援 学 校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 山田平四郎 佐 竹   浩 実 地 監 査

 令 和 ３ 年 度      
福 島工 業 高 等 学校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度     
福 島明 成 高 等 学校   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  佐 竹   浩  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

二本松実業高等学校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 10日 佐 竹   浩 実 地 監 査

 令 和 ３ 年 度     
西 会 津 高 等 学 校   令 和 ５ 年 10月 27日  高 橋 宏 和  実 地 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
県 北 教 育 事 務 所   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
郡山北工業高等学校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
南 会 津 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
只 見 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
平 工 業 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
相 馬 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度      
た む ら 支 援 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

伊 達 高 等 学 校 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日 佐 竹   浩 書 面 監 査

 令 和 ３ 年 度     
修 明 高 等 学 校   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  佐 竹   浩  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度     
小高産業技術高等学校  令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  佐 竹   浩  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

シ   公 安 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

警 察 本 部 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

 令 和 ３ 年 度      
白 河 警 察 署   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日 山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

 令 和 ３ 年 度     
福 島 北 警 察 署   令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日 佐 竹   浩 書 面 監 査  

令 和 ４ 年 度

ス   監 査 委 員  

  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法   
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監 査 委 員 事 務 局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 30日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査   

 

セ   人 事 委 員 会  

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

人 事委 員 会 事 務局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ８ 月 30日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査

ソ   労 働 委 員 会  

   

 対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法   

   

 労 働委 員 会 事 務局 令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 ９ 月 ５ 日 山田平四郎 高 橋 宏 和 実 地 監 査   

 

⑵   技 術 監 査  

対象機関及び工事等名 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

農 林 水 産 部      
 令 和 ４ 年 度     

畜 研 乳 牛 施 設   令 和 ５ 年 ８ 月 10日  佐 竹   浩  実 地 監 査  
 令 和 ５ 年 度  

整 備 工 事

警 察 本 部       
 令 和 ４ 年 度      

い わ き 東 警 察 署   令 和 ５ 年 ８ 月 ４ 日  山田平四郎  高 橋 宏 和  書 面 監 査  
 令 和 ５ 年 度  

大 規 模 改 修 工 事

４   監 査 等 の 着 眼 点  

⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

５   監 査 等 の 結 果  

⑴   定 期 監 査  

ア   総 務 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

 

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項  

 

総 務 部  ・ 工 事 設 計 委 託 の 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 特 記 仕 様 書 で 規  

  定 し て い る 資 格 要 件 を 確 認 し な い ま ま 指 名 内 申 を 行 い 入  

  札 を 実 施 し た も の が あ る 。                          

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令

に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

イ   危 機 管 理 部  

監 査 し た 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

危 機 管 理 部  ・ 令 和 ４ 年 福 島 県 沖 地 震 に 係 る 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 の 支  

  給 申 請 の た め に 送 付 さ れ た 個 人 情 報 関 係 書 類 １ 人 分 を 紛  

  失 し て い る 。                                        

・ 業 務 委 託 契 約 に 係 る 契 約 保 証 金 に つ い て 、 契 約 内 容 の 完

  了 の 確 認 後 、 速 や か に 還 付 す べ き と こ ろ 、 ４ か 月 以 上 遅

  延 し て い る も の が あ る 。                            
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ウ   企 画 調 整 部  

監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

企 画 調 整 部  ・ 週 休 日 に 勤 務 し た 職 員 に つ い て 、 週 休 日 の 振 替 等 が で き  

  な か っ た た め 超 過 勤 務 手 当 を 支 給 す べ き と こ ろ 、 支 給 し

  な か っ た も の が あ る 。                              

エ   生 活 環 境 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

オ   保 健 福 祉 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 摘 事 項 、 ６ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を

求 め た 。  

ａ   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

保 健 福 祉 部  ・ 扶 助 費 の 支 出 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    

（ 事 実 ）                                              

    令 和 ３ 年 度 の 社 会 福 祉 法 人 甲 に 対 す る 保 護 施 設 事 務 費

  に つ い て 、 事 務 費 の 算 定 を 誤 っ た た め 不 足 払 い が 生 じ 、

  不 足 額 に つ い て 令 和 ５ 年 ３ 月 ９ 日 に 過 年 度 支 出 し て い る

  も の が あ る 。                                      

支 出 済 金 額           1 3 , 1 7 3 , 0 9 0 円  

正 当 支 出 金 額           1 3 , 7 6 6 , 1 1 0 円  

不 足 額              5 9 3 , 0 2 0 円  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                

    扶 助 費 の 支 出 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に

  行 う こ と 。                                        

・ 業 務 委 託 契 約 に 関 す る 予 算 事 務 に つ い て 、 著 し く 適 正 を  

  欠 い て い る も の が あ る 。                              

（ 事 実 ）                                              

    福 島 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に 係 る 自 宅 療 養 者 に

  対 す る 食 材 配 送 に つ い て は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 付 け で 締

  結 し た 業 務 委 託 契 約 に 基 づ き 行 っ て い た が 、 オ ミ ク ロ ン

  株 に よ る 感 染 拡 大 （ 第 ６ 波 ） な ど に よ り 食 材 配 送 が 大 き

  く 増 加 し 契 約 額 を 超 え る 発 注 と な っ た 。 本 来 事 前 に 専 決

  処 分 等 の 予 算 措 置 を 講 じ た 上 で 変 更 契 約 を 締 結 し 、 そ の

  後 発 注 す べ き と こ ろ 、 補 正 予 算 成 立 後 に 変 更 契 約 を 締 結

  し て い る 。                                          

当 初 予 算 額                            5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円  

当 初 契 約 額                            4 2 , 1 6 3 , 2 7 5 円  

４ 月 発 注 額 （ 当 初 契 約 額 を 上 回 る ）     1 6 1 ,2 6 6 , 3 9 3 円  

６ 月 補 正 後 予 算 額 （ 累 計 ）           1 , 0 0 7 , 1 5 1 , 0 0 0 円  

第 １ 回 変 更 契 約 累 計 額 （ 令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 契 約 ）      

                                    7 1 7 ,2 0 2 , 5 9 0 円  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                

    業 務 委 託 変 更 契 約 に 伴 う 予 算 事 務 に 当 た っ て は 、 関 係

  規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。                      

・ 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 出 時 期 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も

  の が あ り 、 ま た 支 出 事 務 に も 適 正 を 欠 い て い る も の が あ

  る 。                                                

（ 事 実 ）                                              
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  １   令 和 ４ 年 度 福 島 県 Ｃ Ｂ Ｒ Ｎ Ｅ 研 修                  

      化 学 ・ 生 物 な ど の 特 殊 災 害 に 対 応 す る 当 該 研 修 事 業

    に 係 る 講 師 へ の 報 償 費 及 び 旅 費 （ 13 人 分 ） の 支 払 に つ

    い て 、 研 修 開 催 後 速 や か に 支 払 う べ き と こ ろ 、 事 務 手

    続 に 時 間 を 要 し た た め 、 半 年 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い

    る 。                                              

      開 催 日   令 和 ４ 年 11 月 19 日 及 び 同 月 20 日          

      支 払 日   令 和 ５ 年 ５ 月 26 日 （ 報 償 費 及 び 旅 費 ）    

      報 償 費 額    1 7 6 , 7 0 0 円 （ 令 和 ５ 年 ６ 月 12 日 源 泉 所 得

                税 納 付 済 ）                            

      旅 費 額    3 8 2 , 9 0 0 円 （ 令 和 ５ 年 ６ 月 12 日 源 泉 所 得

                税 納 付 済 ）                            

  ２   令 和 ４ 年 度 福 島 県 多 数 傷 病 者 対 応 訓 練              

      避 難 指 示 区 域 内 で 多 数 の 傷 病 者 が 発 生 し た こ と を 想

    定 と し た 訓 練 の 実 施 に 当 た り 、 当 該 訓 練 を 統 制 す る コ

    ン ト ロ ー ラ ー へ の 報 償 費 及 び 旅 費 （ ５ 人 分 ） の 支 払 に

    つ い て 、 訓 練 実 施 後 速 や か に 支 払 う べ き と こ ろ 、 事 務

    手 続 に 時 間 を 要 し た た め 、 ５ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ

    て い る 。 ま た 、 当 該 コ ン ト ロ ー ラ ー に 対 し 所 得 税 の 源

    泉 徴 収 を す べ き と こ ろ 、 源 泉 徴 収 を 行 わ ず 支 出 し て い

    る 。                                              

      開 催 日   令 和 ４ 年 12 月 １ 日                      

      支 払 日   令 和 ５ 年 ５ 月 26 日 （ 報 償 費 及 び 旅 費 ）    

      報 償 費 額   46 ,5 00 円 （ 監 査 時 点 で 源 泉 所 得 税 未 徴 収 ）  

      旅 費 額   44 ,5 85 円 （ 監 査 時 点 で 源 泉 所 得 税 未 徴 収 ）  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                

    報 償 費 及 び 旅 費 の 支 出 及 び 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、

  チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 迅

  速 か つ 適 正 に 行 う こ と 。                            

ｂ   指 導 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

保 健 福 祉 部  ・ 相 談 支 援 ア ド バ イ ザ ー 連 携 会 議 の 出 席 者 に 対 す る 報 償 費

  及 び 旅 費 に つ い て 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 出 し て い る 。  

・ 委 託 先 を 通 じ て 補 助 金 等 が 支 払 わ れ る 補 助 事 業 に お い て 、  

  個 別 の 補 助 事 業 者 に 対 す る 増 額 の 変 更 承 認 手 続 が 遅 れ 、

  交 付 決 定 額 を 上 回 る 補 助 金 等 が 支 払 わ れ て い る 。        

・ 県 及 び 共 催 者 が 経 費 を 負 担 す る 講 習 会 に お い て 、 共 催 者

  の 負 担 額 を 書 面 で 定 め て い な い 。                      

・ 補 助 事 業 に お い て 、 実 績 報 告 書 の 受 理 後 、 年 度 内 の 支 出

  事 務 処 理 が な さ れ ず 、 過 年 度 支 出 に な っ て い る も の が あ

  る 。                                                

・ 審 査 会 の 委 員 報 酬 （ 日 額 ） に つ い て 、 １ か 月 に ２ 度 開 催

  さ れ た 月 の ２ 回 目 の 報 酬 の 未 払 い 分 を 、 過 年 度 支 出 し て

  い る 。                                              

・ 福 島 県 児 童 福 祉 法 関 係 手 数 料 条 例 に つ い て 、 保 育 士 試 験

  免 除 申 請 者 に 対 す る 手 数 料 徴 収 の 経 過 措 置 期 間 を 延 長 す

  べ き と こ ろ 、 条 例 改 正 を 失 念 し て い た 。              

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令

に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

カ   商 工 労 働 部  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  
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キ   農 林 水 産 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

農 林 水 産 部  ・ 設 計 委 託 に 係 る 契 約 保 証 金 に つ い て 、 契 約 内 容 の 完 了 の

  確 認 後 、 速 や か に 還 付 す べ き と こ ろ 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し

  て い る も の が あ る 。                                

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令

に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

ク   土 木 部  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を

求 め た 。  

ａ   指 摘 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

土 木 部  ・ 土 木 工 事 の 設 計 額 に 誤 り が あ り 、 入 札 事 務 に お け る 落 札

  者 の 決 定 に つ い て 重 大 な 影 響 を 与 え た も の が あ る 。      

（ 事 実 ）                                              

    企 画 技 術 総 室 が 運 営 管 理 し て い る 「 土 木 設 計 積 算 シ ス

  テ ム 」 の 計 算 プ ロ グ ラ ム の 誤 り に よ り 、 県 北 建 設 事 務 所

  発 注 の 道 路 区 画 線 工 事 の 入 札 に お い て 、 設 計 額 が 正 し く

  算 出 さ れ な い ま ま 入 札 事 務 を 行 っ た た め 、 本 来 発 注 す べ

  き で あ っ た 業 者 と 異 な る 業 者 と 契 約 し て い る 。          

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                

    積 算 基 準 等 の 改 正 に よ る 土 木 設 計 積 算 シ ス テ ム の 計 算

  プ ロ グ ラ ム の 改 修 に 当 た っ て は 、 チ ェ ッ ク 体 制 等 を 強 化

  し 適 正 に 行 う こ と 。                                

ｂ   指 導 事 項  

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

土 木 部  ・ 業 務 委 託 に 係 る 契 約 候 補 者 の 選 定 に つ い て 、 福 島 県 プ ロ

  ポ ー ザ ル 方 式 ・ コ ン ペ 方 式 （ 測 量 等 以 外 ） 実 施 要 領 に よ

  る 適 正 な 手 続 に 従 っ て い な い も の が あ る 。            

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令

に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

ケ   出 納 局  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

コ   議 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

サ   教 育 委 員 会  

(ｱ)   監 査 し た 結 果 、 次 の ６ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

 

 対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

教 育 庁  ・ 単 身 赴 任 手 当 に つ い て 、 支 給 要 件 に 該 当 し な い も の を 誤 っ

  て 認 定 し 、 手 当 を 46 か 月 間 支 給 し て い る 。              
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・ 一 般 競 争 入 札 に お い て 、 入 札 公 告 で 定 め ら れ て い な い 方  

  法 で 提 出 さ れ た 入 札 書 を 有 効 と し 、 入 札 を 行 っ て い る 。  

・ 県 有 財 産 賃 貸 借 契 約 書 に 基 づ く 収 入 調 定 に つ い て 、 歳 入

  科 目 を 「 土 地 貸 付 料 」 と す べ き と こ ろ 、 誤 っ て 「 土 地 使

  用 料 」 と し て い る 。                                  

・ セ ミ ナ ー な ど の 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 払 に つ い て 、 ３ か 月

  以 上 遅 延 し て い る も の が あ る 。                      

郡 山 北 工 業 高 等 学 校  ・ 警 備 業 務 委 託 契 約 に お い て 、 予 定 価 格 が 1 0 0 万 円 を 超 え

  る た め 一 般 競 争 入 札 に よ る べ き と こ ろ 、 随 意 契 約 に よ り

  締 結 し て い る 。                                    

南 会 津 高 等 学 校  ・ 特 定 会 計 年 度 任 用 職 員 の 令 和 ５ 年 ４ 月 分 の 報 酬 に つ い て 、  

  定 め ら れ た 支 給 日 に 支 払 わ れ て い な い も の が あ る 。    

(ｲ)   上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令

に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組

織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

シ   公 安 委 員 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

ス   監 査 委 員  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

セ   人 事 委 員 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

ソ   労 働 委 員 会  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ

れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努

め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

⑵   技 術 監 査  

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、  

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お

り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

（ 監 査 総 務 課 ）  

                       

監 査 公 表 第 ２ ５ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 令 和 ４ 年 度 分 の 県 公 営

企 業 に 係 る 定 期 監 査 を 実 施 し た 結 果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ５ 年 12 月 26 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

（ 土 木 部 （ 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ） ）  

１   監 査 等 の 基 準  

    本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

  号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

    財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 機 関   土 木 部 （ 流 域 下 水 道 事 業 会 計 ）  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 28 日  

実 施 方 法   実 地 監 査  

    担 当 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

                  高   橋   宏   和  

（ 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 ）  

事 業 経 営 の 状 況  

当 年 度 に お け る 流 域 下 水 道 事 業 の 実 績 は 、 年 間 処 理 水 量 は 5 4 , 4 4 4 , 6 1 6 ｍ3 で 、 前 年

度 と 比 較 し て 1 , 4 0 2 , 2 6 6 ｍ3 （ 2 . 5 ％ ） 減 少 し て い る 。 な お 、 当 年 度 に お け る 建 設 改 良

事 業 に つ い て は 、 県 北 浄 化 セ ン タ ー 水 処 理 施 設 増 設 工 事 等 を 実 施 し て い る 。  

経 営 成 績 で は 、 事 業 収 益 が 9 ,2 1 0 , 6 9 1 ,2 6 3 円 に 対 し 事 業 費 用 は 9 ,2 9 9 ,5 4 7 ,8 4 4 円 で 、

純 損 失 は 8 8 , 8 5 6 , 5 8 1 円 と な っ て お り 、 前 年 度 よ り 利 益 が 2 2 1 , 8 6 1 , 7 1 9 円 減 少 し て い

る 。 こ れ は 、 前 年 度 と 比 較 し 、 当 年 度 の 降 水 量 の 減 に よ り 処 理 水 量 が 減 少 し た た め 、

市 町 村 負 担 金 収 入 が 減 少 し た こ と 、 電 力 ・ 燃 料 費 の 高 騰 、 過 年 度 の 消 費 税 確 定 申 告

額 の 修 正 に よ る 追 加 納 付 に よ り 費 用 が 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 。  

そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 摘 事 項 ）  

市 町 村 負 担 金 等 収 入 の 会 計 処 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。  

（ 事 実 ）  

        流 域 下 水 道 事 業 に お い て 、 放 射 性 物 質 を 含 む 脱 水 汚 泥 の 処 分 費 用 の 財 源 と し て

      受 け 入 れ た 市 町 村 負 担 金 及 び 一 般 会 計 繰 入 金 を 財 源 と す る 特 別 利 益 4 9 0 ,2 2 7 ,7 3 9 円

      か ら 、 特 別 損 失 （ 放 射 性 物 質 を 含 む 脱 水 汚 泥 の 収 集 運 搬 及 び 処 分 業 務 委 託 費 用 ）

      の 金 額 2 7 3 ,0 4 7 , 6 1 2 円 を 差 し 引 い た 2 1 7 , 1 8 0 , 1 2 7 円 に つ い て は 、 令 和 ５ 年 度 以 降 の

      特 別 損 失 に 充 当 す る た め 、 前 受 金 に 整 理 す べ き と こ ろ 営 業 収 益 に 計 上 し て い る 。  

（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）  

会 計 処 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。  

 

（ 企 業 局 ）  

１   監 査 等 の 基 準  

    本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

  号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

    財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）  

  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 機 関   企 業 局  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 28 日  

実 施 方 法   実 地 監 査  

    担 当 監 査 委 員   髙   野   光   二  

                  佐   竹       浩  

（ 福 島 県 工 業 用 水 道 事 業 ）  

事 業 経 営 の 状 況  

当 年 度 に お け る 工 業 用 水 道 事 業 の 実 績 は 、 総 給 水 量 3 2 3 , 5 0 0 , 5 9 9 ｍ3 で 、 前 年 度 と

比 較 し て 5 4 9 , 1 6 5 ｍ3 （ 0 . 2 ％ ） 減 少 し て い る 。 な お 、 当 年 度 に お け る 建 設 改 良 事 業 に

つ い て は 、 導 水 管 布 設 工 事 等 を 実 施 し て い る 。  

経 営 成 績 で は 、 事 業 収 益 が 3 ,1 6 1 ,9 8 9 ,2 6 4 円 に 対 し 事 業 費 用 は 4 ,9 6 6 ,4 1 6 ,3 4 3 円 で 、

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 
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純 損 失 は 1 , 8 0 4 , 4 2 7 , 0 7 9 円 と な っ て お り 、 前 年 度 よ り 利 益 が 1 , 8 1 1 , 6 3 9 , 6 9 3 円 減 少 し

て い る 。 こ れ は 、 前 年 度 と 比 較 し 、 好 間 工 業 用 水 道 を い わ き 市 へ 無 償 譲 渡 し た こ と

に 伴 う 特 別 損 失 の 発 生 な ど に よ る も の で あ る 。  

そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

    監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、

重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

 

（ 福 島 県 地 域 開 発 事 業 ）  

事 業 経 営 の 状 況  

当 年 度 に お け る 地 域 開 発 事 業 は 、 令 和 ２ 年 度 に 地 域 開 発 事 業 の 廃 止 が 決 定 さ れ 、

資 産 は 一 部 を 除 き 商 工 労 働 部 に 移 管 さ れ た こ と に よ り 分 譲 実 績 は な か っ た 。  

経 営 成 績 で は 、 事 業 収 益 が 1 ,3 3 0 , 0 0 3 , 1 2 5 円 に 対 し 事 業 費 用 は 2 0 ,8 3 1 , 3 3 3 円 で 、 純

利 益 は 1 ,3 0 9 , 1 7 1 , 7 9 2 円 と な っ て お り 、 前 年 度 よ り 2 4 ,9 9 3 ,1 5 6 円 増 加 し て い る 。 こ れ

は 前 年 度 と 比 較 し 、 企 業 債 の 繰 上 償 還 に よ り 支 払 利 息 が 減 少 し た こ と 、 分 譲 奨 励 金

事 業 の 終 了 に よ り 報 償 費 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る 。  

そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、

重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。  

 

（ 病 院 局 ）  

１   監 査 等 の 基 準  

    本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

  号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  

２   監 査 等 の 種 類  

    財 務 監 査  

３   監 査 等 の 着 眼 点  

  ⑴   事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）  

  ⑵   会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）  

  ⑶   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）  

  ⑷   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 上 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）

  ⑸   事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、

    成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）  

４   監 査 等 の 対 象 、 実 施 内 容 及 び 結 果  

対 象 機 関   病 院 局  

実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ８ 月 28 日  

実 施 方 法   実 地 監 査  

担 当 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

高   橋   宏   和  

（ 福 島 県 立 病 院 事 業 ）  

事 業 経 営 の 状 況  

県 立 病 院 は 、 大 野 病 院 が 東 日 本 大 震 災 及 び 東 京 電 力 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 事 故 に

伴 い 休 止 し て お り 、 当 年 度 に お け る 利 用 可 能 な 施 設 は 、 ４ 病 院 １ 診 療 所 、 許 可 病 床

数 30 8 床 で あ る 。  

当 年 度 の 患 者 数 は 、 入 院 が 延 べ 4 4 ,6 6 2 人 、 外 来 が 延 べ 1 1 1 ,1 2 0 人 で あ り 、 前 年 度 と

比 較 し て 、 入 院 は 6 ,4 6 4 人 （ 1 2 .6 ％ ） の 減 小 、 外 来 は 2 ,3 5 3 人 （ 2 .2 ％ ） の 増 加 と な っ

て い る 。 入 院 減 少 の 主 な 要 因 は 、 ふ た ば 医 療 セ ン タ ー 附 属 病 院 を 除 き 、 長 期 入 院 患

者 の 地 域 移 行 促 進 や 手 術 件 数 の 減 な ど に よ る も の で 、 外 来 増 加 の 主 な 要 因 は 、 ふ く

し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 で の 積 極 的 な 患 者 受 入 や 南 会 津 病 院 で の 発 熱 患 者 の 受

入 に よ る も の で あ る 。  

経 営 成 績 で は 、 医 業 収 益 が 2 ,6 2 4 , 6 9 7 ,9 8 2 円 に 対 し 医 業 費 用 は 7 ,4 2 8 ,8 8 2 ,1 9 1 円 で 、

医 業 損 失 は 4 ,8 0 4 ,1 8 4 ,2 0 9 円 と な っ て お り 、 前 年 度 よ り 6 4 6 ,5 9 1 ,4 8 7 円 増 加 し て い る 。  

ま た 、 事 業 収 益 7 , 7 9 2 , 2 8 0 , 2 7 9 円 に 対 し 事 業 費 用 7 , 7 0 4 , 1 9 1 , 0 4 9 円 と な り 、

8 8 , 0 8 9 , 2 3 0 円 の 純 利 益 を 計 上 し て い る 。 こ れ は 、 休 止 中 の 大 野 病 院 に か か る 東 京 電

力 株 式 会 社 か ら の 賠 償 金 9 9 , 4 8 3 , 8 2 5 円 の 受 入 に よ る も の で あ る 。  
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当 年 度 に お い て 、 一 般 会 計 か ら 繰 り 入 れ ら れ た 負 担 金 ・ 補 助 金 は 、 総 額

2 ,6 6 2 ,0 0 5 ,8 0 8 円 と な り 、 主 に ふ く し ま 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 杜 の 開 院 準 備 経 費 の 増

加 に よ り 前 年 度 と 比 較 し て 1 0 8 , 1 3 5 , 7 0 6 円 （ 4 . 2 ％ ） 増 加 し て い る 。  

累 積 欠 損 金 は 主 に 統 廃 合 さ れ た 病 院 の 損 失 が 累 積 し た も の で 、 期 末 残 高 が

6 , 5 3 2 , 9 3 5 , 4 6 2 円 と な り 、 前 期 末 よ り 8 8 , 0 8 9 , 2 3 0 円 （ 1 . 3 ％ ） 減 小 し て い る 。  

そ の 事 業 管 理 は お お む ね 適 正 で あ っ た と 認 め ら れ る 。  

 

監 査 の 結 果 、 次 の ２ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

（ 指 導 事 項 ）  

・ 貸 倒 引 当 金 が 過 小 に 計 上 さ れ て い る 。  

・ 前 金 払 い に よ り 支 出 し た 経 費 に つ い て 、 費 用 に 計 上 さ れ て い な い も の が あ る 。  

（ 監 査 総 務 課 ）  

                       

監 査 公 表 第 ２ ６ 号  

令 和 ５ 年 10 月 13 日 付 け で 川 原 浩 か ら 請 求 の あ っ た 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 6 7 号 ）

第 2 4 2 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 住 民 監 査 請 求 に つ い て 、 同 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 監 査 を 実

施 し た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 結 果 を 別 冊 の と お り 公 表 す る 。  

令 和 ５ 年 12 月 26 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  

福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

（ 監 査 総 務 課 ）  
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